
書式第 12号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 Startup Weekend

1 事業の成果

起業実践イベン トを複数の都市で開催 した。開催地は、東京、京都、北九州など全国の都市である。

開催方法は、開催が決まり次第ウェブサイ トを通じて告知を行い、参加者を募る方法により行った。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【16,236】 千円)

事 業 報 告 用

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 4月 16

日か ら令和 3年 4

月 18日 まで

周南 5 参加者 30 353

起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 4月 23

日か ら令和 3年 4

月 25日 まで

東京 7 参加者 41 35

起業 実践イ
ベン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 5月 14

日か ら令和 3年 5

月 16日 まで

高知 7 参加者 26 412

起業 実践イ
ベン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 5月 21

日か ら令和 3年 5

月 23日 まで

東京 7 参加者 18 121

起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 6月 25

日から令和 3年 6

月 27日 まで

萩 5 参加者 38 508

起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン
トの開催

令和 3年 7月 16

日か ら令和 3年 7

月 18日 まで

浜松 10 参加者 57 632

起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 7月 22

日か ら令和 3年 7

月 24日 まで

白浜 5 参加者 50 987



起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業 。新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 8月 6日

から令和 3年 8月

8日 まで

鳥取 10 参加者 40 895

起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 8月 7日

から令和 3年 8月

9日 まで

熊 本 9 参加者 47 256

起 業 実践 イ
ベン ト開催

起業 。新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 8月 13

日か ら令和 3年 8

月 15日 まで

伊 豆 高

原

5 参加者 55 672

起 業 実践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 8月 20

日から令和 3年 8

月 22日 まで

大阪 2 参加者 64 777

起 業 実 践 イ
ベ ン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 8月 27

日か ら令和 3年 8

月 29日 まで

京都 20 参加者 47 84

起業 実践イ
ベン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 10月 8

日か ら令和 3年 10

月 10日 まで

雇(lF月 7 参加者 25 575

起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 10月 8

日か ら令和 3年 10

月 10日 まで

三島 10 参加者 55 291

起 業 実践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 10月 22

日から令和 3年 10

月 24日 まで

東京 3 参加者 13 1 2 1

起 業 実 践 イ
ベ ン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 11月 5

日か ら令和 3年 11

月 7日 まで

佐世保 20 参加者 37 781

起業 実践 イ
ベン ト開催

起業 。新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 11月 12

日か ら令和 3年 11

月 14日 まで

高松 5 参加者 20 237

起業 実践イ
ベン ト開催

起業 。新規事業立

ち上げに必要 な知

識・ 技術 を学習す
る起業実践イベ ン

トの開催

令和 3年 11月 19

日か ら令和 3年 11

月 21日 まで

石 見 5 参加者 25 565



起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 11月 26

日か ら令和 3年 11

月 28日 まで

宇都宮 1 参加者 30 476

起業 実践イ
ベン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 11月 26

日か ら令和 3年 11

月 28日 まで

田川 5 参加者 22 694

起 業実践イ
ベン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 12月 3

日から令和 3年 12

月 5日 まで

苫小牧 0 参加者 30 637

起 業 実 践 イ
ベ ン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 12月 3

日から令和 3年 12

月 5日 まで

磐 田 10 参加者 53 721

起 業実践 イ
ベン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 12月 10

日から令和 3年 12

月 12日 まで

豊橋 9 参加者 40 759

起 業 実 践 イ
ベン ト開催

起業 。新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン

トの開催

令和 3年 12月 17

日から令和 3年 12

月 19日 まで

静 岡 10 参加者 40 752

起 業 実践イ
ベン ト開催

起業 。新規事業立
ち上げに必要な知
識・技術を学習す
る起業実践イベン
トの開催

令和 4年 1月 14

日か ら令和 4年 1

月 16日 まで

北九州 6 参加者 54 646

起業実践イ
ベ ン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必 要な
知識・技術を学習
す る起業実践イ
ベン トの開催

令和 4年 2月 4

日から令和 4年 2

月 6日 まで

う 参加者 35 408

起業実践イ
ベン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要 な
知識・技術を学習
す る起業実践イ
ベン トの開催

起業実践イ
ベ ン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要 な
知識・技術を学習
す る起業実践イ
ベン トの開催

令和 4年 3月 11

日か ら令和 4年 3

月 13日 まで

広 島 5 参加者 46 224

起業実践 イ
ベ ン ト開催

起業・新規事業立

ち上げに必要な
知識・技術を学習
す る起業実践イ
ベン トの開催

令和 4年 3月 11

日か ら令和 4年 3

月 13日 まで

浜松 19 参加者 34 782

|

仙 台

令和 4年 2月 251庄内

日か ら令和 4年 21

月 27日 まで
 |

1   31参 加者 1  301
1     1     1     1
1     1     1     1
1     1     1     1
1     1     1     1
1     1     1     1
1     1     1     1

767

|

|



起業実践イ
ベ ン ト開催

起業・新規事業立
ち上げに必要な
知識・技術を学習
す る起業実践イ
ベン トの開催

令和 4年 3月 11

日から令和 4年 3

月 13日 まで

沖縄 参加者 43 1068



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 活動計算書 (その他事業が生上場合 )

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人Startu tleekend

正会員受取会費
賛助会員受取会費

200,000受取寄附金
施設等受入評価益

19.226.530起業実践イベン ト開催事業収益

4

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

16.235.788
16,235,788

~(2壼

菫讐螢1滝小開催事業費

16.235.788:費 計

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

通信費
雑費

業務委託費

会議費
消耗品費
支払手数料

26,369
1,750

1,320,000
100,543
64,894
39,962

2)そ

用

1 628 3A B

過年度損益修正益

C

収

正

災害損失
度

C D当

正

10 891 858
民 及 び

繰越正味財産
法人

前期
191

受取補助金

109受取利息



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人Startup Weekend

663
2

1

の

(2) 形

形

(3) その

現金預金

未収金

棚卸資産

17,098,013
4,545,650

車両運搬具

什器備品

ソフ トウェア

借地権

敷金
長期貸付金

【A】 資 ①+② 21.643.663産 合 計

9,123,472

の

2

+

1

B-1

金

金

払

受

未

前

長期借入金
退職給付引当金

の

前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額

10,891,858
1 628 3133

9

B-2

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】
|

21.643.663



16 法 28

令和 3年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人Startu lYee k end

重要な会計方針
計算書類の作成は、PO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会)

によっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固 定資産の減価償却の方法
該当なし

(3)引 当金の計上基準
・ 退職給付引当金

該当なし

引当金

該当なし

(4)施設の提供等の物的サー ビスを受けた場合の会計処理
該当なし

(5)消 費税等の会計処理

該当なし

2.事 業別損益の状況

単位 :円 )

事 業 事業

科 目 起業実践イベ

ン ト開催事業 事 業

事業部門計 管理部門 合計

200,000

19,226,530

200,000

19,226,530
0 109

200,000

19,226,530
109

19,426,530 19,426,530 19,426,639

16,235,788

16,235,788

16,235,788

16,235,788

26,369
1,750

1,320,000
109,543
64,894
39,962

1,562,518

16,235,788
26,369
1,750

1,320,000
109,543
64,894
39,962

17,798,306
16,235,788 16,235,788 1,562,518 17,798,306

3 190 742 3 190 742 1 562 518 628 333

I 経常収益
1.受 取会費
2.受取寄附金
3 受取助成金等
4 事業収益
5 その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当

役員報酬

退職給付費用

福利厚生費
人件費計

(2)そ の他経費
イベント開催費用

通信費

雑費

業務委託費
会議費
消耗品費

支払手数料

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額

■■■|■■■■■■■
|

■■■■■■■■■■■

内容 金 額 算定方法

3.施 設の提供等の物的サー ビスの受入の内訳
(単 円 )

「

~~T~~~ ~~~~¬

ヒ____



内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備 考

■
―

一三
●

△
日

4 使途等が制約 された寄附金等の内訳
使途等が制約 された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通 りです。
当法人の正味財産は   円ですが、その うち   円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約 されていない正味財産は   円です。

5.固 定資産の増減内訳
(単 :円 )

6.借 入金の増減内訳
(単

(単 円 )

:円 )

役員及びその近親者 との取引の内容

役員及びその近親者 との取引は以下の通 りです。
円 )

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項

事業費と管理費の按分方法
その他の事業に係る資産の状況

科 目 期首取得価額 取得 減 少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

車両運搬具

什器備品

無形固定資産

投資その他の資産

敷金

合 計

科 目 期首残高 当期借入

合 計

科 目

計算書類に

計上 された

金額

内、役員と
の取引

内、近親者
及び支配法
人 との取引

(活動計算書)

活動計算書計

(貸借対照表)

貸借対照表計

8.

「

~~~T~~~~

1 当期返済 1期末残高

E=三二三二正三二三二三二
|    |    l    l



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 財産目録
特定非営利活動法人Startup Weekend

科

A の

1

現絵

言l塾鸞馨経嘉星
預金 11,871,104

5,226.909
1.1,991.91]■ __

未収金
未収金 4.545,650

4,545,650
棚卸資産

販売用寄附物品

2

1

車両運搬具
事業用車両

什器備品
パソコン

(2)
ソフ トウェア

オペ レ~ン ヨンンステム

文書編集 ソフ ト

敷 金

長期貸付金

【A】 資 産 合 計 ①+② 21.643.663

B-1
1

未払金
未払金 9,123.472

9 123 4721

前受金
前受金

1

長期借入金

退職給付引当金

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 9.123.472

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 12.520. 191

1事 業 報 告 用
|

借地権

金   色 証_

資産



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利 動 法 人Startu 0 Weekend

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期間

(該 当者のみに記入)

氏    名

l
監 事理 事

エンドウマサキ 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日遠藤 昌紀

監 事

マツモ トカズエ 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

■1   月   日松本 和江

13
監 事

フジイミヨシ 令和3年4月 1日

令和4年 3月 31日

年   月 日

日年 月藤居 海好

4
サクマタツヤ 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年 月

月

日

日年

5 監 事

タナカケイ 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日田中 圭

6 監 事
ミウラアユコ 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日三浦 鮎子

7

ノナカエ リコ 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日野中 瑛里子

8

ナカモ トタク 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年:   月   日

年  月  日中本 卓利

監 事

アライ ミナ 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

年 月 日荒井 美菜

_____________」

2

⌒理事
([fフ

佐久間 達也

〇
監事

′電撃`監事
トノ

9



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人Startup Weekend

氏    名

遠藤 昌紀

2
松本 和江

3
田中 圭

4
福井 健司

5
三浦 鮎子

6
野中 瑛里子

7
石原 吉浩

8
岩城 良和

9
荒井 美菜

10
中本 卓利

11
藤居 海好

12

|

|

|

1

|


